
国道252号あいよし橋雪崩流失等に係る

南会津地方対策本部会議【第４回】

資 料

福島県南会津建設事務所
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① あいよし橋等の概要と経緯等について（その１）

１ 概要
令和４年３月４日（金）、国道２５２号（只見町田子倉地内）のあいよし橋が雪崩により流失していると民間企業から連絡があった。また、あいよし橋付近の出逢橋

についても、主桁等が損傷していることが確認された。なお、当箇所は、令和３年１２月１日から福島県側Ｌ＝１４．４ｋｍを冬期通行止めとしている区間内である。
２ あいよし橋について

・所在地：福島県南会津郡只見町大字田子倉地内
・橋長 ：Ｌ＝９３．０ｍ ・完成年：平成１４年

３ 出逢橋について
・所在地：福島県南会津郡只見町大字田子倉地内
・橋長 ：Ｌ＝４０．０ｍ ・完成年：平成１５年

４ 経緯
○令和４年３月４日
・民間会社電源開発株式会社から福島県にあいよし橋が流失していると情報提供がある

○令和４年３月７日
・マスコミへ情報提供、１４時から記者会見を実施

○令和４年３月１１日
・道路管理者(福島県)があいよし橋の流失を確認
・「国道２５２号あいよし橋雪崩流失等に係る南会津地方対策本部」を設置

○令和４年３月１４日
・除雪作業の開始

○令和４年３月１６日
・「国道２５２号あいよし橋雪崩流失等に係る南会津地方対策本部第１回会議」を開催 (あいよし橋の流失の状況説明、除雪の進捗説明)

○令和４年４月２７日
・国、福島県の合同で現地調査を実施

○令和４年４月２８日
・除雪作業の完了
・「国道２５２号あいよし橋雪崩流失等に係る南会津地方対策本部第２回会議」を開催

(除雪作業の完了報告、あいよし橋の旧道が迂回路利用が可能と説明、出逢橋の損傷説明)
○令和４年５月９日
・あいよし橋の迂回路の区間の対策工事を開始 (舗装の補修、安全防護柵の設置等)

○令和４年６月１５日
・あいよし橋の迂回路の対策工事が慨成
・「国道２５２号あいよし橋雪崩流失等に係る南会津地方対策本部第３回会議」を開催
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① あいよし橋等の概要と経緯等について（その２）

４ 経緯
○令和４年６月２３日
・ライブカメラ、雨量計の設置完了

○令和４年６月３０日
・「出逢橋」主桁転倒防止サポート材の設置完了（地震等による倒壊を防止するため）
・「出逢橋」モニタリング機器の設置完了 （早期に異常を把握するため定期的モニタリングを実施するため）

○令和４年７月 ８日
・安全の確認
・「国道２５２号あいよし橋雪崩流失等に係る南会津地方対策本部第４回会議」を開催

○令和４年７月１０日
・全線再開通
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至 只見町

至 新潟県

国道２５２号

位 置 図

あいよし橋

只見町田子倉地内
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出逢橋

田子倉ダム

② 位置図



～あいよし橋の流失後の写真～

至 只見町

至 新潟県

橋台

橋台
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撮影日：令和４年４月２０日

～出逢橋の損傷後の写真～

至 只見町

至 新潟県撮影日：令和４年４月６日

橋桁

あいよし橋が架設されていた真下にある「あいよし橋」の残骸

③ あいよし橋・出逢橋の被害状況について



あいよし橋

旧道

至 只見町

至 新潟県

○ 平成１４年度のあいよし橋完成後は、山側にある旧道は使用されてなく、舗装等の損傷が激しいた
め、舗装の補修や仮設の安全防護柵(ガードレール)の設置等を行い、あいよし橋の旧道を迂回路として
利用する方針とした。
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撮影日：平成２０年５月１６日

あいよし橋

旧道

至 只見町
至 新潟県

撮影日：平成２９年４月５日提供元：新潟県魚沼地方振興局地域整備部

※直近の航空写真(H29.4.5)は降雪があり旧道が判別できないため、過年度(H20.5.16)の写真も添付

出逢橋

出逢橋

写真Ａ 写真Ｂ
写真Ａ 写真Ｂ

④ あいよし橋付近の旧道について
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撮影日：令和４年６月１５日

至 只見町

至 新潟県

○ 舗装の補修及び、仮設の安全防護柵(ガードレール)を設置完了（6/15）。
また、本設の安全防護柵(ガードケーブル)は、上記の仮設の安全防護柵(ガードレール)の谷側と山側

に施工する予定。

④ あいよし橋付近の旧道について

撮影日：令和４年６月１５日

至 只見町

至 新潟県

新潟県側 只見町側
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○ [赤着色]Ｇ１桁等が損傷したため、橋の載荷試験を実施し、最終的な出逢橋の安全確認を行った結果、Ｇ１・
Ｇ２桁については損傷の影響により荷重を載荷することが困難であるが、Ｇ３・Ｇ４桁については、部材が健全
であり、耐荷性能を低下させる損傷が確認されなかったことから、車輌の通行が可能であると判断した。
今後の通行に向けては、山側を規制し、谷側の１車線により片側交互通行(19:00～6:00 夜間通行止め)で供用

する。

⇒  損傷を受けていないＧ3、Ｇ4桁側を片側交互通行で供用

片側交互通行

片側交互通行で供用する ※当面の間は夜間通行止め (19:00～6:00)

谷側山側

仮設の安全防護柵
（ガードレール）
を設置

桁 桁桁桁

⑤ 今後の出逢橋の安全対策について



G3G4
G3 G2

※暫定解放にあたっては、損傷桁へ通過車両を載荷させない様な走行帯とする。

G3 G4

（主桁と通行帯位置）

現橋利用に向けての応急対策（支承破損部）
※主桁に損傷が確認されるG1/G2桁は、大小の変形が確認されたため、
暫定供用中に地震時等の影響により、変形した桁の横倒れ等の事象が
懸念されることから、下部工への荷重伝達と横倒れ防止対策として、
下図の通りサポートを設置する。

支承破損部に
サポートの設置

※サポートは、只見側、新潟側、それぞれの橋台部に同様の構造を設置する。

主桁G1

P-9
※ は、主桁位置を示す

⑥ 出逢橋：片側交互通行時の安全確保
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至 只見町 至 只見町 至 新潟県



• 桁体の変形が確認される状態で供用することから、全線再開通後も、通行者の安
全と道路ネットワークの継続を図るため、定期的にモニタリングを行い、早期に
異常を把握し、道路利用者の安全を確保する。

• 早期に異常を把握するため、モニタリングを実施する。

〇モニタリング目的：橋体全体の変状状況を確認する。

〇モニタリング内容

■桁体の変形状況を観測（確認位置：P11に記載）

■下部工と上部工の形状位置（ずれが生じていないか）の確認（確認位置：P11に記載）

〇モニタリング頻度

■暫定供用後２週間：毎日計測

■2週間以降：月2回程度計測

ただし、異常気象時（震度４以上の地震、連続雨量100mm）は、

都度計測する。

〇モニタリング担当

■道路管理者

P-10⑥ 出逢橋：片側交互通行時の安全確保
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• 計測足場及び計測方法（鉛直度・主桁通り・下部工と上部工の取り合い） 鉛直度

主桁通り

下部工と上部工の取り合い

※橋軸直角方向の足場設置範
囲は、主桁転倒防止サポート
材の変状監視を含めて設置範
囲を決定している。

P-11⑥ 出逢橋：片側交互通行時の安全確保
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※下図、緑線において、G2桁の通りを計測し、
桁の変状を確認する。

※G2桁について、鉛直方向からの
変位量を計測する。

※下部工と上部工で、
ずれが生じていないか確認する。



※只見側、新潟側それぞれの橋台の
G1/G2桁に横倒れ防止のサポートを設
置した（6／30完了）。
今後、モニタリングにより設置した

サポートの機能状態を監視する。

12⑥ 出逢橋：片側交互通行時の安全確保

※橋台（只見側）のG1桁・山側 ※橋台（只見側）のG1桁・谷側
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至 只見町

至 新潟県

国道２５２号

只見町田子倉地内
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田子倉ダム

○再開通する区間（L=7.38km） ※なお、当面の間は夜間通行止（19:00～6:00）

⑦ 交通規制位置図

あ
い
よ
し
橋

出
逢
橋

片側交互通行区間
L=0.52km



至会津若松
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④
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規制解除に向けた安全対策

⑦
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②

側溝清掃

③横断図

端末基礎N＝1.0基

耐雪型ガードケ－ブル（Gc-C4-4E　4B）L＝280.0m

端末支柱　　N＝4.0本

端末基礎　　N＝4.0基

中間支柱　土中　C種・耐雪型（茶色塗装）　　N＝38.0本

中間支柱　コン中　C種・耐雪型（茶色塗装）　N＝27.0本

点滅回転灯（予告灯）

減速看板

自発光式デリネータ

端末基礎

Ｈ型鋼付ガードレ-ル

道路維持規制時間
信号機（規制時間　6分）

大型土のう(耐候性）

1
.
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0
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1
.
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③

規 制 バ リ ケ ー ド

規 制 バ リ ケ ー ド

規 制 バ リ ケ ー ド

⑥

規 制 バ リ ケ ー ド

通行幅　約4.0m 施工ヤード　約4.0m

A

B

ガードケーブル（本設）
（仮設）

夜間通行止解除に向けた安全対策
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至 只見町

至 新潟県

国道２５２号

位 置 図

あいよし橋 出逢橋

田子倉ダム

片側交互通行区間 L=0.52km

〇 本設の安全防護柵(ガードケーブル)の設置が完了し、その後、道路管理者による安全確認後、夜間
通行止めを解除する予定。なお、出逢橋が１車線通行のため、夜間通行止め解除後も、片側交互通行
は継続する。

⑦ 交通規制位置図（夜間通行止め解除について）

19:00～6:00 夜間通行止め区間 L=7.38km
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⑧ 異常気象時の対応について

至 只見町

ライブカメラ

雨量計

ライブカメラ

※異常気象時等に現地の安全を確認するため、上記図の位置に
道路管理者用のライブカメラと雨量計を設置（6/23）

○以下の基準等に達した場合は、安全確保のため通行止めとする。

・連続雨量１００ｍｍ ・震度４以上

○パトロールや点検等により安全を確認後、通行規制を解除する（片側交互通行は継続する）



至 只見町

至
新
潟
県

国道２５２号

位 置 図

あいよし橋 出逢橋

田子倉ダム

片側交互通行区間 L=0.52km

異常気象時の通行止め区間 L=7.38km

電光掲示板
↓

○異常気象時に「通行止め情報」を発信するため、下記位置図の箇所に電光掲示板等を設置する。

③ 電光掲示板を設置
※ 遠隔操作で表示内容を変更できる。

「地震（雨量超過）により通行止め」
「安全確認中」等

（２ヶ月程度）

○通行規制基準に達した場合、遠隔操作で、
即時に、現地（②or③）へ「通行止」等
を表示する。
※ 通行規制基準：連続雨量１００mｍまたは震度４以上

○現地到着後「道路閉鎖用バリケート」を
設置し、道路パトロール・モニタリング
を実施する。

○安全を確認後、通行規制を解除する。

⑧ 異常気象時の対応について
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田子倉ダム
展望台

② 掲示用モニターを設置
（③ 電光掲示板設置完了までの間）

※ 遠隔操作で「この先 通行止」を表示する

① 交通誘導員を配置
（② 掲示用モニター設置完了までの間）

※ 常時配置（交通開放時のみ）し、異常気象時は

即時に通行止めする。

（7／12頃まで）



R3.12月
～R4.2月

3月 ４月 ５月 6 月 ７月

(1)迂回路の確保

冬期通行規制

雪崩被害把握

除雪作業（法面の残
雪確認）

旧道利用の可否や周
辺状況の調査・確認

旧道の迂回路整備

(2)専門技術者による
調査・確認

耐荷力試験と解析

モニタリング調査

(3)本復旧

航空測量・雪崩等
各種調査の実施

(4)対策本部会議の
開催時期

本設の安全防護柵(ガードケー
ブル)設置
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⑨ 現在の対応状況について

（迂回路となる旧道の状況・出逢橋の損傷の状況など）

3/4：電源開発 3/11：福島県

12/1～

第1回：3/16 第2回：4/28

4/28：あいよし橋
旧道利用が可能

4/6：福島県

あいよし橋 出逢橋

4/8～4/28(旧道除雪)

4/27：国総研・土研

第3回：6/15

5/9～

3/22～ 航空測量

4/28～ 雪崩調査・対策工法の予備設計

6/15 あいよし橋
迂回路の対策概成

5/28 法面の安全を確認

第4回：7/8

6/23
ライブカメラ等設置完了

7/8 安全性の確認

片側交互通行での安全性が確認できたことから

7月10日（日）11：00 に再開通します。



3月 4月 5月 6月 7月 8月～３月

R５年度以降

本
復
旧

◎ 対策本部会議 第3回：6/15

航空測量

3/22

雪崩調査

橋梁損傷調査 原因解析・工法検討・設計

秋
頃

災
害
査
定

地質調査

復旧工事

令和４年度

第1回：3/16
第2回：4/28

⑩ 本復旧に向けた今後の対応について

第4回：7/8
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冬期間通行止め


